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Ⅰ 地域保健を取り巻く状況の変化  

平成 6 年の地域保健法の制定により、母子保健サービス等地域住民に身近

で頻度の高い保健事業は市町村が中心的な役割を担うことになった。具体的

には、地域住民に対する健康相談や保健指導等の保健サービスの実施拠点と

して市町村保健センターを法定化し、整備を促進することとなった。 
 その後、平成 12 年の介護保険法の施行、平成 18 年の児童福祉法の改正及

び障害者自立支援法の制定等により、市町村が取り組むべき地域の健康課題

は複雑化、多様化し、業務量も増大してきている。また、高齢化の進展とと

もに、医療費や介護給付費の増大が予測される中、効果的、効率的に介護予

防事業、生活習慣病予防対策を推進することが急務となっており、今後、市

町村の果たすべき役割は益々大きくなると予測されている。 
 一方、地方財政の悪化に伴う職員定数の削減、組織のスリム化等の圧力が

強まる中で、住民に直接サービスを提供する事業のアウトソーシングが進む

中で、市町村が保健行政の主体として果たすべき役割は何かという、根本的

な問いが投げかけられている。 
 また、全国的な市町村合併の進展に伴う市町村の人口規模の拡大や保健事

業の活動範囲の広域化により、地域住民との距離が遠くなり「顔の見えるサ

ービス」が希薄になったという指摘がある。 
 平成 20 年度から特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務付けられた

ことに伴い、市町村では生活習慣病予防対策を効果的に推進するために、医

療保険者である国保部門と地域住民の健康問題を担当する保健衛生部門の

協働した活動が強く求められる。 
 このような市町村の保健活動を取り巻く状況の変化を受けて、市町村の保

健師、管理栄養士等の技術職員に求められる役割も多様化している。しかし

ながら、人材確保や職員配置等の人材育成体制や活動体制がこのような状況

の変化に対応できていないことも課題となっている。 
今後、市町村が益々厳しくなる財政状況の下で、増大し多様化する保健活

動の課題に的確に対応するためには、行政主体としての役割を明確化すると

ともに、保健師、管理栄養士等の技術職員の活動体制や人材育成体制等市町

村保健活動の体制を再構築することが喫緊の課題となっている。 
 

Ⅱ 本検討会の趣旨 

本検討会では、こうした市町村保健活動のニーズや課題を踏まえた上で、

行政主体としての市町村保健活動の役割を明確にしつつ、保健師、管理栄養

士等技術職員の配置や人材育成体制等について検討を行った。 

そして、本検討会の検討結果を市町村長や関係者に対して、周知すること

により、市町村の保健活動体制の再構築及び保健活動の機能強化に資するこ

とを目的とした。 
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Ⅲ 本検討会の検討課題 
１ 地域保健における行政主体としての市町村の役割を明確にする。 

○厳しい行財政環境の下でアウトソーシングが進行しているが、行政主

体として果たすべき市町村保健活動の中核的機能は何か 
２ 市町村保健活動の活動体制に関する現状と課題を分析し、効果的な保健活

動の体制と推進方策を検討する。 
○保健師、管理栄養士等の技術職員が保健、医療、介護、福祉等の部門

に分散して配置されている現状の中で、組織横断的な取組が可能とな

る体制整備 
○保健師、管理栄養士等の技術職員の分散配置が進行した状況下での人

材育成体制のあり方 
○ 市町村保健活動を強化するための地域住民組織や NPO との連携・協

働のあり方 
○ 市町村が住民の健康問題の課題を把握し、保健活動の企画立案、実施、

評価、改善策の実施のサイクル(PDCA)に基づく保健活動を推進する

ための体制整備 
○都道府県保健所との協働のあり方 

 

Ⅳ 検討の経緯 

本検討会では、まず、検討課題１として地域保健における行政主体として

の市町村の役割の明確化について、行政主体として果たすべき市町村保健活

動の中核的機能は何かを主に議論した。それらを踏まえ、検討課題２として

市町村保健活動の現状を分析し、効果的な保健活動の取組が可能となるよう

な体制整備の在り方について検討した。 

  また、技術職員の分散配置における活動体制および人材育成体制について政

令市、保健所設置市、特別区を除くすべての市町村を対象に実態を把握するた

めのアンケート調査を実施した。 
  本検討会は、平成 18 年７月から平成 19 年 3 月までに計 8 回開催し、取り

まとめを行ったので報告する。
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Ⅴ 市町村保健活動の中核的な機能 
今後、市町村保健活動においては、糖尿病等の生活習慣病の予防及び介護が

必要となる人をできるだけ少なくするための予防が益々重要になる。生活習慣

病予防対策や、介護予防事業の本格的な展開により、地域住民の健康状態の改

善、生活の質の向上を目指し、結果として医療費と介護費用の効率化につなげ

ていく必要がある。これらの対策において最も基本的なことは疾病の発生その

ものを予防する一次予防活動である。一次予防が効果的に実施されない場合は、

二次予防、三次予防の部分で地域住民への支援が必要になり、医療費が増大す

ることにつながることから医療費の効率性という観点からも重要である。 

地域保健活動においては、ヘルスプロモーションの理念に基づいた活動を推

進することが求められている。ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康

とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス

である。ヘルスプロモーションは、公衆衛生の中心的な機能を果たしており、

感染症や非感染症そしてその他健康を脅かすものに取り組むことに貢献する

ものである。 

具体的には、①健康的な公共政策づくり、②健康な生活習慣や保健行動の実

践を容易にするような環境づくり、③コミュニティ活動の強化、④個人技術の

向上、⑤ヘルスサービスの考え方の転換により、自らの健康と健康を決定する

身体的要素、ライフスタイル、行動様式などの要因をコントロール、改善する

プロセスである。本検討会においては、市町村が保健活動を推進するにあたっ

ては、このヘルスプロモーションの理念に基づいた活動を推進することが基本

であると考え、このことを踏まえて、市町村保健活動の中核的な機能を以下の

２つに整理した。 
 
１ 地域住民が主体的に個人及び地域の健康状態の改善、保持、増進にむけて

行動することを支援する機能  
○地域住民や地域全体の健康状態の改善、保持、増進は、保健師、管理栄養

士等の技術職員だけが推進するものではなく、地域住民自らが主体的に行

動し、地域住民自身や地域全体の健康状態を改善できるように支援する機

能 
 
２ 「保健サービスの提供」にとどまらず、健康課題の把握、企画立案、評価、

地域の社会資源の開発等「地域保健活動」を推進する機能 
○直接的な地域住民へのサービスを通して、地域に顕在している健康課題や

潜在している健康課題を把握し、企画立案し、委託したものも含めて評価

すること、さらに地域の健康課題の解決に必要な社会資源を開発する等「地

域保健活動」を推進する機能 
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Ⅵ 市町村保健活動体制の再構築にむけて 
１ 市町村保健活動の現状と課題 
  市町村保健活動の実態と課題を把握するために「専門技術職員の分散配置

における活動体制および人材育成体制」について全ての市町村（保健所を設置

する市及び特別区は除く）に対し、アンケート調査（平成 18 年 11 月～12 月）

を行い（調査対象数 1,758，回収数 1,665，回収率 94.7％）、それらを踏まえ

て検討を行った。   
 

１）保健師、管理栄養士等の技術職員が保健、医療、介護、福祉等の部門に

分散して配置されている現状の中で、組織横断的な取組が可能となる体制

整備 
○感染症対策や母子保健が中心の時代は、保健師、管理栄養士等の技術職

員は保健衛生部門に集中して配置されていたが、市町村が担う対人保健

サービスの役割が多様化したことにより、保健衛生部門に加えて、介護

保険部門、児童福祉部門、地域包括支援センター等様々な部門に配置さ

れ、他職種と協働した活動が求められるようになった。 
○保健師の分散配置の進行により、保健師は単なる事業担当者として事務

的な仕事を担うことが多くなり、地域全体の健康課題を把握する保健師

の専門性が十分に生かされていないという指摘がある。 
○また、配置の部署が多様化したことにより、中堅の保健師は、地域包括

支援センターや障害福祉部門に配置されることが多く、保健衛生部門に

十分配置されていないことがアンケート調査で分かった 
○平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導の実施においては、医師、保

健師、管理栄養士がその中心的な役割を担うこととされているが、約 44％
の市町村では、管理栄養士が配置されていないことがアンケート調査で

分かった。 
 
２）保健師、管理栄養士等の技術職員の分散配置が進行した状況下での人材

育成体制の整備 
○市町村には、新任の保健師、管理栄養士等の技術職員の教育体制の整備 
が求められている。 

○保健師、管理栄養士等の技術職員の配置部署が分散したことにより、採 
用後の教育(OJT)にあたる直属の上司が不在であるなど、採用後の人材育 
成体制の整備が急務となっている。 
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３）市町村保健活動を強化するための地域住民組織や NPO との連携・協働の

あり方 
○これまでの市町村保健活動においては行政が中心となり保健サービスを  

提供してきた。市町村保健活動における行政と地域住民組織の関係は、行 

政が主導し、地域住民組織が市町村保健活動の下請け的な役割を果たすこ 

とが多かった。しかし、地域住民の意識の変化や民間活用の流れを受け、 

今後は、地域住民組織、NPO 等と役割を分担しながら協働して保健活動 

を推進することが求められている。 

  ○地域住民組織や NPO との協働は、保健サービスを効果的・効率的に提供  
するだけではなく、協働することにより、地域住民組織や NPO が地域の 
健康課題を解決できるようになることも期待されている。 

 
４）PDCA サイクル 
○市町村が住民の健康問題の課題を把握し、保健活動の企画立案、実施、

評価、改善策の実施のサイクル(PDCA)に基づく保健活動を推進するため

の体制整備が必要である。 

 ○保健師は、保健衛生部門に加えて、様々な部門に配置されているため、 
それぞれの部門の課題を地域全体の健康課題とつなげて、保健活動を企  
画立案、評価することができなくなってきている。 

○その理由の１つとして、業務量が増え定型的なサービス業務に追われ、 
人口動態統計等の既存の保健統計等も含め分析できにくくなってきてい

ることがある。 
  ○平成 17 年度保健師活動調査結果(保健指導室調べ)では、市町村保健師の 

活動状況は、健康診査、健康教育、家庭訪問等の直接サービスは 55.3%、 
地区管理や業務管理等のその他は 22.7%である。これを平成 12 年度から 
の推移でみると、直接サービスである家庭訪問や健康相談が減少傾向に

ある。こうした保健師による家庭訪問等直接サービスの減少と直接サー

ビスのアウトソーシングの進展は、保健師による地域の健康課題を把握

する機能の低下をもたらしているとの指摘がある。 
○業務量が多いことや保健活動を評価する指標が明確になっていないこと 
から、保健活動を評価することが十分にできず、市町村による保健事業 
の PDCA サイクルが十分に機能していない。 
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５）都道府県との協働のあり方 
○市町村は、都道府県保健所に市町村保健活動の企画や評価に関する支援、 

保健活動をスーパーバイズする機能を果たしてほしいと考えている。 

○しかし、都道府県保健所は、地域保健法制定以降、専門性が高まり、業務 

担当制をとっているため、支援できる業務が限られている。また、都道府 

県保健所の再編・統合により、保健所の管轄地区が拡大したことからも、 

管轄市町村の状況把握を非常に困難にしている。こうしたことから、都道  

府県保健所が市町村保健活動に関する情報の発信源とはなり得ていない 

という指摘もある。 
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２ 市町村保健活動体制の再構築に向けての推進方策 
１）保健師、管理栄養士等の技術職員が分散して配置されている中で組織横

断的な取組体制の構築 
（１）保健衛生部門と国保部門、地域包括支援センターなど庁内で組織を横  

断した協議の場の設置 
  ○地域の健康水準を向上させるためには、保健師、管理栄養士等の技術職

員が所属する部門だけで事業を実施するのではなく、地域保健全体の健

康課題を把握して、地域の健康水準を向上させるために関係のある部門

が協働することが必要である。そのためには、市町村庁内で分散配置さ

れた部門を含む組織横断的な協議の場を設置する。 
  ○特に、平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導を含む生活習慣病対策  

においては、効果的・効率的な実施のために、保健衛生部門と国保部門 
が協働して実施することが不可欠である。 

 
 （２）職種ごとの統括的な役割をもつ者の配置 

○保健師、管理栄養士等の技術職員が複数の部署に配置されている場合は、 
人材育成や地域全体の健康課題を明確にして活動する観点から、保健衛 
生部門に技術的に指導調整する職種ごとの統括的な役割をもつ者の配置 
が必要である。 

  ○組織を超えて職種ごとの統括者を配置している自治体では、事例検討会 
や勉強会を開催する割合や、共同で事業を実施する割合が高いことがア 
ンケート調査から分かった。 

○このことは、同職種の人材育成が実施されやすいことや、地域の健康に 
関するニーズや課題を共有することにより地域の実情にあった保健活動  
の企画立案ができることを示している。 

○また、保健師や管理栄養士が統括者として分掌事務に明記されている場 
合は、職種の配置を決定するプロセスにも参加でき、適正な配置を可能

にしやすくする。 
 
（３）保健衛生部門において地区分担制と業務分担制を併用するなどの体制 

整備 
○保健師の専門性は、家庭訪問等による地域住民の生活の場に入った活動  
を通して地域の健康課題を把握し、それを行政の施策や住民の自発的な

活動につなげることにあり、こうした地域での活動が保健師活動の中核

的業務である。そのため、保健師の配置は、地区分担制をとることがで

きる活動体制を整備することが必要である。 
○地区分担制と業務分担制を併用する場合には、例えば１つの課に母子保  
健係と成人保健係がある場合、それぞれ業務を担当するとともに、地区  
分担では両方の係の保健師が同じ担当地区を持ち、その地区の住民に対  
し家庭訪問や健康相談等を担当したり、健康教育などを開催したりする  
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ことが望ましい。 
○この場合、自分の担当地区以外で自分の担当業務で課題が生じたときに

は、地区担当と業務担当がともに課題を解決する機会をもつことにより、

地域の健康に関するニーズや課題を明確にすることができる。 
○また、地区分担の際の地区の分け方は、地域住民の主体的な活動につな

げる観点からも地域住民の日常生活圏に着目したまとまりにすることが

望ましい。 
 
（４）保健師の配置の考え方 

○地区の健康課題を明確にでき、保健師の専門性を活かすことができるよ

う、保健衛生部門は地区分担制をとることができる体制を組むことが望

ましい。 
○地区分担制をとることができる十分な人数を確保することが望ましい。 
○人材育成や地域全体の健康課題を明確にして活動する観点から、保健衛

生部門に保健師を技術的に指導・調整する統括的な役割をもつ保健師を

配置することが望ましい。 
○新任者の配置については、人材育成の観点から、同じ職種の指導者がい  
て、 対人保健サービスや地区を受け持つことが経験できる保健衛生部門 
に配置することが望ましい。 

 
（５）管理栄養士の配置の考え方 

    ○すべての市町村に常勤の管理栄養士を配置することが望ましい。 
○平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導や、食育、介護予防などに 

おいては、栄養・食生活面からのアプローチが重要となることから、保

健衛生部門を始め各関係部門に配置することが望ましい。 

○人材育成の観点から、管理栄養士を技術的に指導・調整する統括的な役

割をもつ管理栄養士を配置することが望ましい。 

 
（６）推進事例 
 －保健師－ 

①地区分担制と業務分担制を併用している栃木県小山市の事例 
小山市では、地区分担制と業務分担制を併用している。保健衛生部門で

ある健康増進課には、母子保健係、成人保健係、健康増進係がある。この

うち、母子保健係と成人保健係の保健師が地区を分担している。 
地区分担は、昭和 40 年に合併した地区を基盤に６地区に分担している。

１地区の分担を成人の業務担当と母子の業務担当がそれぞれ１～２名ずつ

の保健師で担当し、年長者をリーダーとしている。その１地区は、さらに

自治会等に分担され、自分の担当業務に関係なく、家庭訪問や健康相談、

健康教育等を実施することによって地区の健康課題を把握している。 
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②すべての市民センターに保健師を配置し、健康相談、健康教育等の活動  

は市民センターが、企画立案、評価等は本庁が担当し、統括する役割を 

持つ保健師が、市民センター保健師の調整担当として位置づけられてい

る兵庫県加古川市の事例 

 加古川市では、市民部の市民センター９か所すべてに保健師が 1 名ずつ

配置され、主として地域住民に身近な支援として健康相談、健康教育、家

庭訪問等を実施している。本庁は主として市民センターから情報を収集し、

企画立案、評価を実施する他、処遇困難事例について担当している。 
 このような活動体制をとる場合は、庁内から物理的な距離がある場所に

単数配置されている保健師への人材育成のための支援や精神的な支援が必

要になる。また、市民センターに配置されている保健師が把握しているそ

れぞれの地区ごとの課題をつなぎ、地域全体の課題を把握することや、そ

れらを本庁の企画につなげ、事業につなげ評価していくことが必要だと考

えている。 
保健師の統括者は、本庁の保健福祉部健康課に所属されているが、市民

センターに配置されている保健師の調整を行うことが分掌事務に記載され

ており、月に１回本庁で市民センター保健師と定期的な連絡会や合同研修

会を開催している。 
 
③保健福祉課の参事が統括保健師として位置づけられている宮城県丸森町

の事例 
 丸森町では、保健福祉課の参事が統括保健師として分掌事務に記載されて

いる。統括者の役割は、各種事業の企画立案のサポート、起案文書や資料の

確認、精神的なサポート、処遇困難ケースの支援方針検討会の開催など、保

健活動、保健師関係の調整をしている。 
 

－管理栄養士－ 
①健康福祉推進課へ管理栄養士が配置されている北海道猿払村の事例 

猿払村では、人口2,900人という小規模な自治体であるが、健康福祉推進

課に管理栄養士を配置している。常勤の管理栄養士が配置されることによ

り、生活習慣病予防をはじめ、医療、福祉・介護、学校教育等の幅広い対

象と関わりを持ちながら事業を推進している。 

 

  ②健康福祉部へ管理栄養士が複数配置されている山形県山形市の事例 

山形市では、健康福祉部に管理栄養士が複数配置されることにより、地

域住民組織や他部局と連携し、各ライフステージごとのポピュレーション

アプローチを地域全体で推進するとともに、ハイリスクアプローチとして、

健診の事後指導を効果的に推進している。 

地域住民組織として食生活改善推進員や、健康づくり運動普及推進員を
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育成している。特に、食生活改善推進員は、市内30地区６ブロックに分か

れており、各ブロックで推進員が自主的に各種事業に協力できる体制を整

備したことで、管理栄養士は係長として配置され、企画・立案・調整業務

を担っている。 

   

③健康管理課だけでなく、介護高齢福祉課にも管理栄養士が配置されてい 

る神奈川県伊勢原市の事例 

伊勢原市では、健康管理課の他に介護高齢福祉課に常勤管理栄養士が配

置されていることにより、特定・一般高齢者施策・福祉サービス（配食サ

ービス）等、栄養ケア・マネジメント業務を効果的に推進している。特定

高齢者施策では、管理栄養士が地域に足を運び、立ち寄り訪問を実施。通

所や訪問型で継続できるケースが多くなっている。管理栄養士が関わるこ

とで高齢者の低栄養状態の改善が見られるケースが多く、また地域の課題

の把握にもつながっている 

一般高齢者施策では、高齢者が集まる場での料理教室など出前講座や、

高齢者を支える人材（民生委員やボランティア、ヘルパーなど）の養成・

育成・連携及び、民間サービス情報（配食など）の収集、配布を行ってい

る。 

また、庁内栄養士連絡調整会議や非常勤栄養士連絡調整会を定期的に行

っている。 

 

④本庁及び各地区に管理栄養士が配置され、かつ統括者がいる宮崎県都城 

市の事例 

都城市では、本庁及び各地区（支所）に管理栄養士が配置され、かつ統

括者が配置されている。統括者は本庁（総合支所）に２名配置されており、

①成人保健事業、地域支援事業、高齢者福祉事業を統括する者と、②保育

所給食、母子保健事業を統括する者とで分担している。統括者が配置され

ることにより、地域全体で組織横断的に連携した取組が推進されている。 
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２）保健師、管理栄養士等の技術職員の分散配置が進行した状況下での人材育

成体制の構築 
（１）人材育成の基本的な考え方 

○市町村職員の資質の向上は、まずは市町村が自ら努力することが基本であ 

る。しかし、市町村が独自で実施することが困難な場合は、都道府県や教

育機関等と連携しながら実施することが必要である。 

 

（２）計画的な人材育成 

○市町村における技術職員の人材育成のための指針が必要である。その指針 

に基づき、市町村においても人材育成体制を構築していくことが望ましい。 

○市町村の人材育成計画との整合性を図りながら専門職としての人材育成 

を行うことが必要である。 

○新任者については、｢Ⅶ 新任時期の人材育成プログラム｣を参考に人材育 

成計画を策定することが必要である。 

○中堅者、管理者については、平成 14 年度「地域保健従事者の資質の向上 

に関する検討会」報告書に中堅者、管理者に必要な能力が例示されている 

ため、市町村がそれらを踏まえて人材育成計画を策定することが望ましい。 

○適正配置のためには、年齢構成や産前産後休暇、育児休業等とその対応を 

含めた上で計画的な採用計画を立てることが重要である。 

○行政能力の獲得については、事務職との協働を積極的に行うことも１つの 

方策である。 

○計画的に異なる部署を経験させるジョブローテーションの仕組みをつく 

ることが必要である。 

○人事交流によって資質を向上させることも１つの方策である。その方策と 

して都道府県と市町村や市町村間での人事交流等が考えられる。 

○経験の浅い保健師、管理栄養士等の技術職員には、対象者の個別支援の事 

例に積極的に関わり、その経験を通して全ての保健活動に通じる技術を獲

得することが必要である。 

 

（３）推進事例 

  ①企画書の作成を通した OJT により保健師の人材育成を支援している宮城

県丸森町の事例 

 丸森町では、企画書を書くためには、個人を知り、家族を知り、地域を知

ることが大変重要で、「企画書が書ける保健師」が「５年目の保健師のあるべ

き姿」と考えている。 
「企画書を書くことは、現状把握から健康課題解決までの能力を向上させ

ることであり、保健活動を関係職種に理解しやすいように説明する能力を向

上させることである」と考え、町の計画と整合性を図り、企画の概要、目的、

目標、背景、問題点、予測効果、内容や評価、リスク対策等の項目からなる

企画書を作成している。統括保健師は、それを指導している。 
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②都道府県保健所が市町村に出向き新任の保健師の人材育成を支援する岡山 
県の事例 
岡山県では、県内市町村の新任保健師の教育を都道府県保健所が担うこと

としており、市町村に出向いて支援を行っている。具体的には、教育目標に

到達できるよう介入している。 
 
 ③都道府県と市町村との人事交流をしている岡山県の事例 

岡山県では、昭和 62 年度から、「公務員としての視野拡大」を目的とする

「県と市町村の人事交流制度（県市町村職員相互派遣制度要綱）」の中で、

市町村からの要請による保健師相互派遣を実施し、23 市町の 40 人と相互交

流を行っている。 

人事交流について、県保健師では、「地域住民に最も身近な市町村の責務を

体験した他、保健活動の評価を支援する県の役割について考えることができ、

市町村への対応方法について学ぶことができた」、市町村保健師では、「保

健所の業務や役割が理解できた」等の意見が聞かれている。 

 
④市町村管理栄養士等の人材育成体制を構築した神奈川県の事例 

神奈川県では、保健福祉事務所が主催する栄養改善業務連絡会議において、

保健福祉事務所と市町村の保健衛生や児童福祉､高齢福祉等各部門の管理栄

養士･栄養士が連携し、情報提供や研修、協働事業の企画､実施､評価などを通

じての人材育成を図っている。 
 保健福祉事務所、市町村（保健所設置市含む）の行政管理栄養士等を対象

に研修会を実施しているが、これは単に質的向上だけでなく、地域における

広域的な連携･協力体制の構築ができる栄養・健康増進対策推進のリーダーと

しての人材育成を行っている。 
さらに、平成 19 年度には検討委員会を開催し、20 年度に向けて新任管理

栄養士等活動マニュアル(仮称)を作成する予定である。 
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３）地域住民、NPO との協働体制の構築 
（１）目的および役割分担の明確化 

○市町村が地域住民、NPO 等と協働する目的や役割分担を明確にすること 
が必要である。 

○地域住民、NPO 等が企画の段階から政策決定のプロセスに関わることが 
必要である。 

○その際には、首長をはじめ、庁内で関係する担当者、地域住民等で構成さ 
れる組織をつくるとともに役割分担をすることが効果的である。 

○関係者が、顔を合わせた話し合いのテーブルをもち、活動の目的や役割分 
担について議論することが具体的な方策の１つである。 

 
（２）地域住民の自発的な活動の支援 

○市町村は、地域住民の自発的な活動を支援するために、情報の提供、場 
の提供など活動する機会の提供、さらに保健師、管理栄養士等による専

門職として助言を積極的に行う。 
○地域住民やＮＰＯとの協働では、地域住民やＮＰＯとともに企画、実施  
をすることで得られた成果の評価も必要である。 

○特に、健康増進計画を策定した市町村では、健康づくり推進員を育成し、 
企画立案の段階から地域住民が参加することにより、健康づくり推進員 
が主体的に地区の健康課題を解決してきた事例が多く見られている。 

 
（３）推進事例 
①市民みんなの健康づくりサポーターを結成した埼玉県坂戸市の「元気に

し隊」と「応援し隊」の事例 
 坂戸市は、健康増進計画策定のプロセスの段階から公募で参加してきた市

民で、市民みんなの健康づくりサポーターを結成、この活動を保健師、管

理栄養士等が支援をしている。 

「応援し隊」は、市民の健康づくりを様々な角度から応援する集合体で、

ボランティア団体、大学、企業等 23 団体が登録している。公募の市民メン

バーからなる「元気にし隊」と連携し、計画の推進のために市民の健康づ

くりを推進している。  

その結果として、平成 18 年４月から政策企画部門に健康づくり政策室が

新設された。また、市長が「市民がつくり育むまち、さかど」という構想

を掲げており、それと合致する活動となった。 
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市民みんなの健康づくりサポーターイメージ図

応援し隊

市民の健康づくりを支援してくれるボランティア団体、
企業、教育機関などの集合体です。

元気にし隊

公募の市民メンバーと健康
センターで一緒に「実践し
たい生活習慣」の行動計画
の検討及び実践を行ってい
ます。
メンバーは毎年度募集しま
す。

連携

市民みんなの健康づくりサポーター

専門家

専門家

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

企業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

市民

教育機関

市民組織企業

市民

専門家

教育機関

市民

市民の健康づくりを総合的に支援
・元気にし隊運営に係わる支援
・応援し隊の募集・登録・支援
・健康づくりに関する各種事業の実施 など

食事分野の
行動計画

運動分野の
行動計画

坂 戸 市

協働

市
民
の
み
な
さ
ん

健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト

 
 
②健康推進員の活動で肥満の学童を減少させた栃木県小山市の事例 

小山市のＡ地区では、健康推進員が地区の全支部で「肥満予防」に取り

組んでいる。健康推進員が、肥満予防に関する健康教室や相談を実施して

きたが、まずは推進員自身が生活習慣行動改善を実行し、家族から近所に

啓発を行い、「肥満予防」の意識を高めてきた。 

肥満予防の活動を実施するなかで、学童からの啓発が大切との意見から

小学校文化祭でも健康教育を実施など積極的に関わっている。 

この活動の結果、Ａ地区の小学校の健診結果は改善し、肥満の児童が減

少傾向にある。 

このような活動は、健康増進計画策定後、健康推進員が校区単位で集ま

り、地区の健康課題について話し合い、データの読み取り等必要な取組み

をしている。また活動成果をまとめて｢健康だより｣を作成し、地区に回覧

している。また、年度末には達成度について地区担当保健師と評価をして

活動を推進している。 
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③健康推進員の活動で基本健診受診率 80％以上である大分県玖珠町の事例 

大分県玖珠町では、平成 16 年度の基本健康診査受診率は 92.6%であり、

平成 17 年度は、82.8%である。これは、地域住民の組織が受け持ち担当地

域の世帯に訪問調査を行い、受診対象者を把握し、受診を勧奨しているた

めである。 
国民健康保険の老人医療費が全国と比較して低くなっている理由は、20

数年前から、地域住民とともに基本健康診査とその事後フォローを行って

きたことも要因の１つと考えられる。 
現在は、壮年期の医療費が高額であるため、事業所をターゲットにモデ

ル事業を展開しているところである。 

 
④母子保健推進員が後に地区組織の構成員として活動する埼玉県蓮田市の 

事例 

埼玉県蓮田市では、母子愛育会の推進員全員に母子保健推進員を委嘱し、

市内で１歳未満の子育てをしている家庭の声かけ訪問や乳幼児健診未受診

児の訪問を地区担当保健師とともに行っている。また子育て中の若い母親

が母子保健推進員として活動している。 
この母子保健推進員は、その後地区組織の構成員として活動することが

多い。 

 
 

４）PDCA サイクル（保健活動の企画立案、実施、評価、改善策の実施の 

サイクル）に基づく活動体制の構築 
（１）PDCA サイクルの重要性 
○市町村は、保健事業の実施にあたっては、PDCA サイクルの概念を導入す 

ることが重要である。 

 

（２）現状把握 

○地域の健康に関するニーズや課題を明確にする際には、多様な手段を用い

て現状を把握することが必要である。 

   ○個人への保健サービスの提供を通して得られる情報、地域の保健活動に

関する多様なデータ、地域住民や関係者等の意見等を統合することが重

要である。 

○個人への保健サービスの提供を通して地域全体の課題と関連させること、  

また地域全体の健康課題から個人の事例に戻って確認することは課題が

明確となる方策の一つである。 

○特に、平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導においては、保険者で  

ある国保部門が持つデータと保健衛生部門が持つ地域全体のデータを統

合させて、計画を作成することが効果的である。 
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 （３）市町村の課題の明確化 
○地域の健康に関するニーズや課題については、市町村が主体となって担

うべき課題を明確にして企画することが重要である。 

 
 （４）地域住民や NPO 等の意見の反映 

○地域住民や NPO 等の意見を PDCA サイクルの全のプロセスに反映でき

るようにすることも重要である。 
○地域住民や関係者の意見を聞くことは、保健師、管理栄養士等の技術職

員が気づきにくい視点に気づくきっかけとなる。 
  ○また、評価をする段階では、地域住民が保健サービスに満足しているか

どうか把握し、公共サービスとして評価をすることも重要である。 
 
参考資料 

現在の健康水準

実際に目標年に到
達した健康水準

目標年の到達目標

現在 目標年

成

果

① 誰のため
何のために
（目的）

② 何時までに
どこまで改善する

（目的の目標）
③そのため、何を
どれだけ実施する

（手段の目標）

⑤目標年の評価
と計画の見直し

手
段
目
標

④実施と指標の

モニタリング

（目的と手段の指標）

現状把握（ニーズ把握）
がすべての出発点

PDCAのための５つの手順

 

16



５）都道府県との協働の構築 
（１）市町村特に小規模町村の保健師、管理栄養士等の技術職員の人材育成

への支援が都道府県に求められる。 
 
（２）市町村が保健事業で PDCA サイクルを活用する際の保健活動の企画や  

評価に必要な技術的な支援が都道府県に求められる 
 ○市町村が地域の健康に関するニーズや課題を明確にして企画立案する際

に都道府県保健所が関連部署の関係者を集めて一緒に話し合う場を設け

ることも方策の１つである。 
  ○そのような場合、都道府県が持つデータを活用し、市町村の課題を事前  

に分析して提示し、支援することも方策の１つである。 
  
（３）推進事例 

  ①市町村の健康課題の明確化と評価を支援している大分県の事例 
大分県では、市町村に潜在化している問題を顕在化させるために、保健

所の所長以下、関係職員が市町村に出向いて、市町村の保健活動の実績報

告を受けた後で、保健所が把握している保健統計のデータ等から、その市

町村の保健活動により成果が出ていると思われる部分を紹介するととも

に、市町村が気づいていない新たな課題を把握できるように支援している。

 
②平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導の実施のために、市町村の国  

保部門と保健部門の協働した活動を推進する高知県の事例 
 高知県では、保健所の所長を含めたチームが市町村への医療制度改革全

体の影響を説明、緊急的かつ組織横断的な推進体制づくりを提案し、担当

課長（保健、国保、介護、福祉）の共通理解を得て、保健所と市町村内に

医療制度改革に対応する組織横断的なチームを編成し、特定健康診査等実

施計画づくりのための現状把握を協働で実施している。 
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糖尿病の国保医療費の伸びが抑えられています

（平成10年度＝100）
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安来市 県 国

３ 効果的な予防活動を実施し、糖尿病医療費の伸びを抑えた島根県安来市の 
 事例 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対策の概要 

 糖尿病管理協議会を設置：医師会、患者会、保健所等と連携 
 疾病管理対策：患者登録管理、糖尿病手帳、友の会等 
 ハイリスク者対策：イエローカード発行、フォロー教室 
 啓発活動と地域住民組織活動の推進：健康ウォーク、地域住民組織育成

 

 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 
 
 
            出典）「国民健康保険医療給付実態調査報告」（国）、安来市提出資料（全数調査）（安来市及び県） 

島根県安来市は、安来市健康推進会議を基盤とし、地区活動

を通じての地域住民の声と健診や実態調査の結果等から地域

の課題について共通認識を持ちながら取組を行ってきた。 
 重点課題として糖尿病対策に取り組みはじめ、初期教育、早

期管理の重要性、医療との連携、関係団体との支援体制構築が

急務と考え、保健所、関係団体と討議を重ね、糖尿病対策の必

要性を確認し合い、協議会を設立した。この中で糖尿病管理マ

ニュアル・糖尿病手帳の作成、紹介状様式の作成等により、糖

尿病の適正管理につなげている。 
 結果として医療機関の連携、スタッフの資質向上、地区活動

の活発化につながったとともに医療費が抑制された。 
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１）保健師、管理栄養士等の技術職員が分散して配置されている中での効果的 
な組織体制 

○統括している保健師は、行政における保健師の役割や配置の要望について他

職種に伝える役割を持つ。 
○それぞれの部門に配置されている保健師との情報交換から課題を整理する。 
○保健部門が地区担当制により地区活動を通じて得た情報から市が行政の保健

事業として取り組むべき課題を明確にできる。 
 
２）保健師、管理栄養士等の技術職員の分散配置が進行した状況下での人材育

成体制の構築 
○市の「人材育成基本方針」に基づき実施している。 
○主任級はおおむね３年ごと、主幹級は４～６年程度の異動基準が設けられて 
いる。 

○専門能力の向上のため、それぞれの部門に配置されている保健師との情報交

換や研修会等を開催している。 
○行政能力の向上のため、市の職員研修や職位に応じた研修会に参加している。

 
３）地域住民組織、NPO との協働体制の構築 
○健康増進計画の推進母体として、地域住民、関係団体で構成する「安来市健 
康推進会議」を設置している。会議の下にライフステージごとの部会を設け、

具体的な事業の検討をすすめている。 
○地区ごとに地区健康会議があり、地域住民が主体となる健康づくりの基盤が 
整備されている。また、各自治会に健康委員が配置され、住民の身近な活動

が地区ぐるみで展開されている。 
 
４）PDCA サイクル（保健活動の企画立案、実施、評価、改善策の実施のサ 

イクル）に基づく活動体制の構築 
○健康増進計画は、健診受診率、医療費分析、死亡状況、健康実態調査、地区

活動における地域住民の声などを整理し、課題を明確にした上で、計画立案 
され、実施、評価、改善に結びつけている。 

○地域住民や関係機関との協動を通して、地域の課題を明確にすることができ

地域住民や関係機関による主体的活動につながっている。 
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５）都道府県等との協働の構築 
○圏域、県レベルでの保健統計の情報提供や近隣市町との情報交換、検討の場 

をもつことで、市の課題がより明確となり、具体的事業展開につながってい

る。 
○県（保健所）が事務局を持つ「圏域健康長寿しまね推進会議」の圏域計画推 
進事業に、糖尿病対策の一次予防活動を位置づけ協働事業を行っている。 

○県（保健所）が運営する「圏域糖尿病対策検討会」と連動した糖尿病対策が 
推進できるよう安来市の取組について紹介・報告し、圏域の糖尿病対策の評 
価につなげている。 

○糖尿病管理協議会は、合併前に旧市町の活動をふまえ、管轄保健所の助言・ 
支援のもとに設置した。協議会の場では、圏域課題の問題提起、関係団体と 
の調整等を行い、活動の積み重ねの必要性、アプローチの方法等共通確認す 
ることで糖尿病対策の全体像を把握した上で、具体的活動につなげている。 

○糖尿病管理協議会には保健所長も委員として参加し、全県的な糖尿病対策と

連動した取組を推進している。 
 
６）その他 
○糖尿病対策においては、医師会、歯科医師会、栄養士会、看護協会、糖尿病

友の会等により協議会を立ち上げ、負担金形式で運営している。 
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Ⅶ 新任時期の人材育成プログラムガイドライン 

Ⅰ 地域保健従事者をめぐる現状と課題

１．保健活動の背景

２．新任時期の地域保健従事者の現状と課題

Ⅱ 基本的な考え方

１．新任時期の人材育成プログラムガイドラインの目的

２．活用時の留意事項

① 急速な高齢化や少子化の進展、生活習慣病の増加等により、地域保健分野に
おける疾病予防及び介護予防に関する保健活動の重要性の増大している。

② 児童虐待やひきこもりなど従来はあまり見られなかった新たな健康課題への対応
が求められている 。

③ 国民の健康意識が高まる中で、生活の質の向上を含む健康に関する国民の
ニーズは複雑化、多様化している。

④ 地方自治体においても行政改革や地方分権が推進される中で、住民ニーズ、
地域特性を活かした効果的・効率的な健康政策の推進が求められている。

⑤ 保健・福祉の総合的な行政サービスが推進される中で、効率的な行政運営が
求められている。

① 新任時期における実践能力の低下、公衆衛生の視点の希薄化
② 職場への適応困難

① 地域保健に従事する１年目の地域保健従事者の能力に合わせながら必要な
能力開発を着実に行うための人材育成プログラムを自治体が作成すること

② 地域保健に従事する１年目の地域保健従事者が自身の到達目標を理解すること

Ⅲ 新任時期の地域保健従事者の教育目標

１．求められる能力

図1 地域保健活動実践能力の構造

① 地域保健に従事して１年目の地域保健従事者の資質、可能な教育方法、指導
体制などが各自治体で異なっているため、柔軟に対応することが必要

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

行政組織

地域社会

基本的能力
職業人としての基礎

行政能力
地域保健活動の根拠説明

専門能力
地域保健活動実践の知識・技術

地域保健活動実践

 

21



① 地域保健従事者に求められる能力は、基本的能力、行政能力、専門能力であり、
これらの能力は統合して用いられる。

② 地域保健活動の実践を行うためには地域住民との関係、職場内での 人間関係、
関係機関との連携、業務の調整や交渉などコミュニケーション能力はどの能力にも
関連し、重要である。

③ 基本的能力は職業人としての基盤になる能力、 行政能力は地域保健活動の
根拠説明に必要な能力あり、専門的な知識や技術を状況に合わせて活用することで
地域保健活動が実践される 。

行政職員として組織の一員として行動できるための基本的な能力の獲得を業務を中心
に法令や施策体系を理解し、専門的能力では地域保健の視点を持って個別の対人

支援や保健事業を実施できること

２．教育目標設定の方向性

コ ミ ュ ニ
ケーション
（地域住民、
上 司 、 同
僚）

行政組織

地域社会

行政職員としてのモラル、倫理観

担当する保健事業を実施

法的根拠の理解
法令、事業体系、
政策・方針の理解

組織の一員として
の自覚

地域保健の視点
（重要性、意義、個別から集団

へ）

連絡・報告

基本的能力

行政能力

専門能力

基本的な個別支援の実施

基本的な個別支援
のための知識・技術

担当する保健事業
のための知識技術

３．到達目標および行動目標

図２ 地域保健従事者が１年目に育成したい実践能力の構造
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表1 地域保健従事者の1年目の教育目標

① 継続した保健事業の企画および運営ができる
② 地域でよく見られる健康課題に対して、自分の専門領域か

ら支援を考えることができる
③ 実施した保健事業の振り返りができる

３．担当する保健事業を指導
のもとに実施できる

① 個人・家族の健康のニーズを判断できる
② 対象の状況にあわせて、適切な保健指導などの支援がで

きる
③ 必要時、社会資源の活用ができる
④ 実施した個別支援の振り返りができる

２．基本的な個別支援を単
独で実施できる

① 予防活動、健康増進活動の意義を体験をもとに実感を持っ
て説明できる

② 個別事例と集団支援の関連を説明でき、個別事例を地域
活動全体の中に位置づけて考えることができる

１．地域保健の重要性や意
義を理解できる

専
門
能
力

① 所属自治体の政策・方針を理解している
② 担当事業の事業体系を理解し、事業の位置づけと意味を

理解する
③ 担当する事業の起案、通知文の作成ができる

２．担当する事業の事業体
系、自治体の政策・方針
を理解する

① 担当する事業の根拠法令、通知、実施要領、予算を理解し
ている

② 参加する事業の法的根拠を理解している

１．担当する事業の法的根
拠を理解する

行
政
能
力

① 公務員としての服務規律を理解して、行動できる
② 自己の身体的・精神的健康管理ができる

４．行政職員としてのモラル、
倫理観をもって行動する

① 地域住民と対等な目線をもって、信頼関係を構築できる
② わからないことは自分から積極的に同僚や上司に聞くこと

ができる
③ 保健福祉チームの一員として、連携や協働行動をとること

ができる

３．積極的に地域住民、上司、
同僚とコミュニケーション
をとることができる

① 業務実施前の確認、実施後の報告を上司に確実に行うこと
ができる

② 指示されたことを正確に理解し、報告できる
③ トラブルや対処が困難な場合に適切に報告ができる

２．連絡や報告を確実に行う

① 所属する組織の仕組みと使命を述べることができる
② 保健所・市町村の業務を理解し、自己の立場と役割を説明

できる

１．組織の一員としての自覚
を持つことができる

基
本
的
能
力

行動目標到達目標
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Ⅳ １年間の人材育成プログラム
１．１年間の総合的な業務を通しての人材育成プログラム例
表２ 「基本的な個別支援を単独で実施できる」、「担当する保健事業を指導

のもとに実施できる」ことを通した人材育成プログラム例

２．新任時期の配属

新任者研修会
担当業務に関
する専門研修
会

＜実施後＞
・ 口頭や記録で迅速に報告するよ
う指導する

・ 報告に対して助言や指導を行う
・ 新任者が行う実践の振り返りに
ついて指導者からフィードバック
を行う

＜全体＞
・ 教育計画を作成する
・ プリセプターは指導と相談を随
時行う

・ 上司は定期的に面接を行う

＜指導方法＞
・ 新任者の自主性や主体性を育
てることを重視する

・母子保健、成人保健、高齢者保
健、精神保健などの担当事例を
支援する（または担当する保健事
業を実施する）ために、必要とさ
れる医学、保健学（公衆衛生、看
護学、栄養学など）、行動学等の
専門の理論や知識・技術を修得
できる

・個別事例（または担当する保健
事業の参加者）との援助関係が
確立できる

・個別事例と保健事業の関連を
説明できる

・地域のデータと個別事例（また
は担当する保健事業）を関連さ
せて考えることができる

専門
能力

新任者のため
の行政研修

・援助記録に、観察、判断と根拠、
対象者の反応、評価を適切に記
載できるように指導を行う

・知識・技術のみではなく、実践を
通して倫理的なモノの考え方や
地域保健従事者としてのモノの
見方や態度について話し合う

・訪問や保健指導の根拠法律が
わかる

・訪問や保健指導はどのような事
業体系に位置づいているのか説
明できる

・行政として支援の必要性を説明
できる

行政
能力

新任者研修＜実施前＞
・行政としての支援や事業の必要
性を説明する

・法令や事業計画書の説明をす
る

＜実施＞
・数多くの事例（もしくは保健事業
）の援助体験ができるよう場面設
定を行う

・指導者は、最初は見学・同伴し
基本を教える

・所属機関の使命・役割と個別支
援の関連が説明できる。

・チームの中での自己の役割認
識ができる

・チームメンバーとの意思疎通が
できる

・実施前の確認ができる
・実施後の迅速で的確な報告が
できる

基本的
能力

OFF－JTOJTでの指導目 標（新任者）

① 新任者の配属は、対人保健サービスを経験できる各種保健事業、個別援助活動、健
康づくり等の保健活動を行っている部署への配属が望ましい。

② さらに、同職種が複数いる場合には、同職種の指導者がいる部署への配属を考慮す
る。
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Ⅴ 指導体制

１ 指導体制の基本

２ 望ましい指導者の要件

３ 指導者の育成及び支援

プリセプター・・・日常的、かつ直接的な指導を担当する
① 新任者を１～２名担当し、新任者個人の能力に合ったきめ細かな対応をする

ことや身近な相談者として悩みへの対応や心理的なサポートを行う。

管理者・・・職場内で新任者育成に責任をもつ
① 新任者の人材育成プログラムが実現可能となる体制を整備、構築する役割。
② 新任者が効果的に到達目標を達成できることとプリセプター自身が成長できる

ようにプリセプターを支援する。

プリセプター
① 中堅期であり、かつ新任者と同職種であること
② 担当する地区や業務が新任者と同じ者

管理者
① 中堅期以上の立場で、組織全体及び自治体の動向を把握した上で、新任者の

人材育成プログラムを企画、管理、評価できる者
② １年目の新任者及びプリセプターに具体的な助言できる同職種の者

指導者に求められる能力
基本的能力・行政能力・専門能力に加え、教育的な能力

組織の指導体制の支援・強化
① 職場内及び職場外での研修の機会を充実させること。

・職場内の研修では、他のプリセプター、管理者との情報、それぞれの評価
を交換する機会を設ける
・職場外研修では他の自治体の組織や大学・研究機関等を活用し、連携する

② 各組織でのプログラムの実施状況、評価結果等を専門誌、学会等で発表する
・意見交換の材料を提供するとともに、地域保健従事者全体での共有と
議論の活性化を図ることも必要
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Ⅵ 能力の習得段階に応じた評価

１ 評価の目的

２ 新任者の評価

新任者一人ひとりについて行動目標の達成状況や課題を確認し、今後の育成計画
や人材育成プログラムを修正することにより、新任者に求められる能力を段階的
かつ計画的に育成する。

日常的な評価
・新任者が保健事業、家庭訪問等を実施する際には、新任者が到達すべき行動
目標を事前に確認する。実施後、ただちに行動目標の達成状況と今後の課題を
確認する。
・新任者と指導者や当該事業の担当者との話し合いによって随時行う。

評価時期
・就業６ヶ月目と１２ヶ月目に行うことが望ましい。
・就業６ヶ月目は、前半６ヶ月間を振り返って各行動目標の達成状況と
課題を確認し、後半６ヶ月間における育成計画を修正する。

・１２ヶ月目は、目標全般を振り返って達成状況と課題を確認し、２年目
の育成計画を立案していく。

評価用紙の例（次ページ）

評価の手順
・人材育成プログラムの開始時、管理者は新任者とプリセプターに対し、
総合的な評価を行う目的と方法を説明し、評価用紙を渡す。

・新任者は、はじめに１年目の教育目標を踏まえた上で、6ヶ月間で達成

したい自分の目標を記載する。
・６ヶ月目、12ヶ月目に評価用紙を用いて、新任者とプリセプター、管理者

で新任者の到達状況を体験と併せて確認し、今後の育成計画を考える。

人材育成プログラムの総合的な評価
・個々の新任者に対する評価を踏まえて、新任者の配属や担当業務、プリセプター
を始めとする課内の指導体制、職場外研修の時期や内容等、人材育成プログラム
を総合的に評価し、次年度の人材育成プログラムに反映させる。
・この評価は、新任者の人材育成に関わる各部署の担当者が中心となり、次年度の
反映できる時期に行う。

総合的な評価
・総合的な視点から新任者の行動目標の到達状況と課題を明らかにし、
今後の育成計画を立案していくことを目的に行う。
・新任者による自己評価と指導者による他者評価によって行う。
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（参考資料）
新任者の評価用紙（例）

Ⅰ.専門能力
到達目標１：基本的な個別支援を単独で実施できる

④実施した個別支援
の振り返りができる

③必要時、社会資源
の活用ができる

②対象の状況に合わ
せて、適切な保健指
導などの支援ができ
る

①個人・家族の健康
のニーズを判断でき
る

行動目標を達成
するための方法

コメント
到達
レベル

コメント
到達
レベル

到達レベルを
決めた理由と
課題

到達
レベル

管理者プリセプター新任者

1 2 ヶ 月 目 に
向けた

育成計画12ヶ月間で
の行動目標

体験し
た内容

6ヶ月間の振り返り

6ヶ月間
での行動

目標行動目標

到達レベル：◎達成できた ○だいたい達成できた △あまり達成できなかった ×達成できなかった
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（参考資料）
新任者の評価用紙（例）

Ⅰ.専門能力
到達目標１：基本的な個別支援を単独で実施できる

到達レベル：◎達成できた ○だいたい達成できた △あまり達成できなかった ×達成できなかった

④実施した個別支援の
振り返りができる

③必要時、社会資源の
活用ができる

②対象の状況に合わせ
て、適切な保健指導な
どの支援ができる

①個人・家族の健康の
ニーズを判断できる

行動目標を達成
するための方法

コメント
到達
レベルコメント

到達
レベル

到達レベルを
決めた理由と
課題

到達
レベル

管理者プリセプター新任者

2年目に向けた
育成計画2年目に向

けた個人の
目標

体験し
た内容

12ヶ月間の振り返り

12ヶ月間
での行動
目標行動目標
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まとめ 
 

少子高齢化の進展、医療費、介護給付費の増大、行財政改革、全国的な市町

村合併の進展、そして平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導の実施など

保健活動をめぐる状況は大きな変革期にある。このような変革は市町村の保健

活動の再構築、そして活動の機能強化がなくして効果は期待できない。 

本報告書は、そのような状況にある市町村の保健活動体制を再構築し、今後

の保健活動の機能強化に資することを目的に作成されたものである。市町村は、

それぞれの実情にあわせて、保健師、管理栄養士等の技術職員の配置を含めた

活動体制や人材育成体制を再構築することによって、効果的・効率的な保健活

動を推進していくことが求められる。 

今後は、市町村が、地域住民の健康問題の課題を的確に把握し、保健活動の

企画立案、実施、評価、改善策の実施のサイクル(PDCA)に基づく保健活動を

地域住民等と協働して推進するが重要である。そのためには、市町村内の組織

体制の再構築や人材育成体制の整備とともに、地域住民組織や NPO、都道府

県等との協働が必要である。 

具体的には、保健師、管理栄養士等の技術職員が複数の部署に配置されてい

る場合は、組織横断的な取組ができるよう、保健衛生部門に職種ごとの統括的

な役割をもつ者を配置することや、地域の健康に関するニーズや課題を把握し、

施策につなげる活動体制として、保健衛生部門に、地区分担制と業務分担制を

併用するなど地区分担をとれる体制を整備することが望ましいこと等が本検

討会で確認された。 
今後は、本検討会の検討結果を踏まえ、「地域における保健師の保健活動指

針」、「地域における行政栄養士業務の基本指針」についての見直しも検討して

いくことも必要である。 

 なお、本検討会においては、政令市、保健所設置市、特別区を除く市町村に

ついての活動体制の再構築について検討してきたため、今後はそれら政令市等

における保健活動の機能強化について方策を提示することが課題である。 
本報告書を活用し、地域住民が地域で健康に、そして安心して暮らしていく

ための効果的・効率的な保健活動を推進する体制が市町村に構築されることを

期待したい。
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